
村民各位

【お知らせ。参加のご案内】

村内リエアエ事車両の迂回ルー ト

これまでの交渉経緯と調停申請のご報告

日頃は大変お世話になります。表題の通 り以下の日程で記者会見を行ないます。記者

会見という形式をとつてお りますが、どなたでもご参加いただけます。

当日は代理人よりこれまでの経緯や調停手続きのこれからなど、詳 しくお話 していただ

きます。後半に質問の時間も設けますのでこの機会にご利用ください。

e日 時 18年 12月 19日 (水 ) 午前 10:30～  (開場 10:00)

●場所 大鹿村大河原上市場集会所 ※駐車場が限られますのでご注意ください。

・ 内容 調停受理の報告とこれまでの交渉経緯

迂回ルー ト予定地の地権者前島正介 (ま えしままさすけ)は 2016年 より」R東海

と交渉を続けて参 りました。しかし双方の主張の隔たりが大きかつたため10月 より調停

の申し入れ手続きに入つたところ先月、11月 29日 付で公害紛争処理第 26条第 1項

による調停が受理されました。交渉の中心的課題は、工事による騒音・振動・粉じん等

による生活環境悪化の防止策や排出残土の土壌汚染、水質汚染や景観保全の対策等につ

いてです。今回の記者会見ではこれまでの交渉経緯と調停受理のご報告をさせていただ

きます。

●出席者  地権者代理人弁護団 朝倉淳也氏 藤田城治氏 (森の風法律事務所)

長崎玲氏 (シティユーフ法律事務所)

地権者代理 前島 久美等

18年 12月 12日
前島久美

大河原上市場3080
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